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高年齢者雇用安定法の概要及び論点 

ー高年齢者雇用確保措置を中心にー 

 

弁護士法人中央総合法律事務所 メールマガジン（第６９号） 

弁護士法人中央総合法律事務所では、主として名刺交換をさせていただいた方を対

象とし、有用な法律情報等をお知らせすべく定期的にメールマガジンを発行させてい

ただいております。 

高年齢者雇用安定法では、これまでは平成２４年改正の経過措置として継続雇用

制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は

令和７年３月３１日をもって終了し、継続雇用制度を採用している場合には、原則的に

従業員全員についての継続雇用が義務付けられることになります。 

本稿では高年齢者雇用確保措置の概要や論点について紹介しておりますので、こ

の機会に改めて制度や論点についてご確認いただければと思います。 

※全文ご覧いただくにはこちらの URL から 

・高年齢者雇用安定法の概要及び論点 ー高年齢者雇用確保措置を中心にー

〔 https://www.clo.jp/column/4588/ 〕 
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【この記事に関するお問い合わせ先】 

弁護士 亀 田 孝 太 郎 〔 kameda_k@clo.gr.jp 〕 
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※メールマガジンは、主として弊事務所弁護士と名刺を交換した方に送らせていただ

いております。 

※本メールアドレスは送信専用のメールアドレスです。このメールに返信しないように

お願いいたします。 
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【配信停止・お問い合わせについて】 

今後、本メールマガジンの配信又は配信停止をご希望の方、メールアドレスの変更その他お問い合わせが

ございましたら、大変お手数ではございますが、下記メールアドレスまでご連絡ください。 

（clo_mlstop@clo.gr.jp） 
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弁護士法人中央総合法律事務所 〔 https://www.clo.jp/ 〕  

（大阪事務所） 

〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-1-27 大阪堂島浜タワー15 階 

TEL：06-6676-8834 FAX：06-6676-8839 

（東京事務所） 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル 18 階 

TEL：03-3539-1877 FAX：03-3539-1878 

（京都事務所） 

〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8 番 京都三井ビル 3 階 

TEL：075-257-7411 FAX：075-257-7433 
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